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第１章   名称および事務所 
第 １ 条 この会は横浜市立馬場小学校ＰＴＡと称し、事務所を横浜市立馬場小学校におきます。 

 

 

第２章   目的および活動 

第 ２ 条 この会は横浜市立馬場小学校(以下、学校)に在籍する児童の親、またはこれに代わる

人(以下、保護者)と教職員とが協力して、学校と家庭と社会における児童の幸福な成

長をはかることを目的とします。 

第 ３ 条 前条の目的をとげるために次の活動をします。 

１．よりよい保護者・教職員となるように努めます。 

２．児童・保護者・教職員・地域の人々による相互の交流をはかります。 

３．児童の教育の進展と教育環境の向上に努めます。 

 

 

第３章   方針 

第 ４ 条 この会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動します。 

１．目的を同じくする他の団体および機関と協力します。 

２．宗教的・政治的活動、および営利を目的とする活動は行いません。 

３．この会は自主独立のものであり、他の団体および機関の支配や干渉を受けません。 

４．学校とは協調と信頼の関係を保ち、学校の人事や管理には干渉しません。 

 

 

第４章   会員 

第 ５ 条 １．この会の会員は、保護者と教職員で、この会の目的に賛同する人とします。 

２．会員はすべて平等の権利と義務を有します。 

 

 

第５章   経理 

第 ６ 条 この会の運営および活動に要する経費は、会費その他の収入でまかないます。 

第 ７ 条 この会の会費は 1 世帯月額 300円とします。 

第 ８ 条 この会の経理は総会において承認された予算に基づいて行われます。 

第 ９ 条 この会の決算は会計監査を経て総会で承認を得ます。 

第１０条 この会の会計年度は毎年 4 月 1 日から始まり、翌年の 3 月 31日に終わります。 
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第６章   役員 

第１１条 この会の役員は次の通りです。 

会長       1 名（保護者） 

      副会長     2 名～3名（保護者） 

      会計       2 名～3名（保護者 1名～2 名、教職員 1名） 

      書記       2 名～3名（保護者 1名～2 名、教職員 1名） 

      ただし、役員の最少人数は 8 名とします。 

第１２条 役員は他の役員や委員を兼任することができません。ただし選挙管理委員、特別委員 

会の委員は除きます。 

第１３条 役員の任期は 1 年とし、再任を妨げません。 

第１４条 会長は次の職務を行います。 

１．この会を代表し、会務をまとめます。 

２．選挙管理委員会、選出委員会を除く委員会に必要に応じて出席し、意見を述べる 

ことができます。 

第１５条 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行します。 

第１６条 会計は次の職務を行います。 

１．総会で決定した予算に基づいて会計事務を処理します。 

２．会計監査を経た決算を総会で報告します。 

３．この会の財産を管理します。 

第１７条 書記は総会および運営委員会の通知や議事の記録をとり、必要な文書を保管します。 

 

 

第７章   会計監査委員 

第１８条 この会の経理を監査するために 3名の会計監査委員をおきます。 

第１９条 会計監査委員は経理を監査し、その結果を総会で報告します。 

第２０条 会計監査委員は役員や他の委員を兼任することができません。ただし選挙管理委員、 

特別委員会の委員は除きます。  

第２１条 会計監査委員の任期は 1年とし、再任を妨げません。 

 

 

第８章   役員および会計監査委員の選出 

第２２条 次年度の役員および会計監査委員候補者（以下、候補者）を選出するために選出委員 

会と選挙管理委員会をおきます。 

第２３条 選出委員会は次年度の候補者の選出方法を起案して候補者を決定し、その結果を選挙 

管理委員会に報告します。 

第２４条 選挙管理委員会は選出委員会から報告を受けた候補者を総会の 10 日前までに会員 

に通知し、総会で承認を得ます。 

第２５条 教職員の会計と書記の選任は学校に一任します。 

第２６条 選出委員および選挙管理委員は原則として候補者になることはできません。 
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第 9 章   総会 

第２７条 総会は全会員をもって構成される、この会の最高議決機関です。 

第２８条 総会は年度初めおよび年度末に開催し、その他に臨時総会を開くことができます。 

     対面での総会を原則としますが、運営委員会が必要と認めた場合は書面で行うこと 

     もできます。 

おもな審議承認事項は次の通りです。 

１．活動計画案、予算案 

２．活動報告、決算報告 

３．新年度の役員と会計監査委員の選出、規約の改正、その他の重要事項 

第２９条 総会の定足数は、委任状も含め全加入世帯の５分の 1以上とします。議案は、出席 

世帯の過半数の賛成によって承認されます。なお、書面での開催の場合、全加入世帯

数の５分の１以上の回答をもって成立し、議案は回答数の過半数の賛成によって承

認されます。 

第３０条 臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または全加入世帯の 10 分の 1以上の 

要求があったときに開催します。 

第３１条 １．総会資料は開催日の 1 週間前までに会員に配付します。 

２．総会で決定した事項は会員に報告します。 

 

 

第 10 章  役員会 

第３２条 役員会は役員、校長、副校長で構成し、運営委員会を開くための準備、および各委員 

会に属さない案件の審議をします。 

 

第 11 章  運営委員会 

第３３条 運営委員会はこの会の最高執行機関です。 

第３４条 運営委員会は役員、各委員会の正副委員長、校長、副校長で構成します。役員以外の 

構成員については代理人の出席を認めます。 

第３５条 運営委員会の任務は次の通りです。 

１．総会で承認された事項を執行します。 

２．役員会および各委員会から提出された案件を審議します。 

３．総会に提出する案件を審議します。 

４．年間活動計画と予算の立案をします。 

５．必要と認めた場合は特別委員会を設けることができます。 

６．役員および会計監査委員が任期中に欠員となった場合は、その対応について審議 

し決定します。 

第３６条 運営委員会は構成員の 3分の 2 以上の出席で成立します。 議案は出席者の過半数の 

賛成によって決議します。 

第３７条 運営委員会は原則として毎月 1 回開催します。会長が必要と認めたとき、または構 

成員の 4 分の 1以上の要求があったときには臨時運営委員会を開催します。 
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第 12 章  委員会 

第３８条 この会の活動を円滑にするために次の委員会をおきます。 

校外委員会     児童の校外生活における安全を確保するために地域の人々と

協力して活動します。 

校内委員会     会員および児童の校内生活を充実したものにするために活動

します。 

ふれあい祭り委員会 児童、保護者、役員、教職員、地域の人々と協力して「ふれ

あい祭り」の企画・運営をします。 

選出委員会     次年度の役員および会計監査委員の候補者を選出します。 

選挙管理委員会   選出委員会による次年度の役員および会計監査委員の候補者

の選出を管理します。 

第３９条 特別委員会は、必要に応じ運営委員会の承認を得て設けることができます。 

特別委員会は任務を終了したときに解散します。 

 

 

第 13 章  各委員の選出 

第４０条 校外委員、校内委員、ふれあい祭り委員、選出委員は、会員より必要な人数を選出 

します。なお、各委員の人数・選出方法については、運営委員会で決定し会員に通知 

します。 

第４１条 選挙管理委員は運営委員の中から２名を互選します。 

第４２条 選挙管理委員会を除く各委員会は、委員の中から委員長１名、副委員長１名～２名を 

     互選します。 

 

 

第 14 章  規約の改正 

第４３条 この規約の改正は総会出席世帯の３分の２以上の賛成をもって成立します。 

第４４条 細則の改正はこの規約に反しないかぎり、運営委員会の出席者の 3 分の 2 以上の賛

成をもって成立します。その結果は総会で報告します。 

 

 

第 15 章  個人情報保護の取り扱い 

第４５条 この会がＰＴＡ活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供および 

管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとします。 
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細 則 

 

第 1 章  サークル 

１．サークルはこの会の会員 3名以上で構成されます。 

２．サークルの申請は、その活動がこの会の趣旨に沿う場合に役員会で受け付け、運営委員会に 

おいて承認します。 

３．サークルは自主的に運営し、原則としてこの会の予算の申請はできません。 

４．サークルの継続については年度初めに申請をします。 

 

 

 

第 2 章  弔慰規定 

会員ならびに児童の弔事に対しては、次の基準によって弔意を表します。 

   会 員              １０，０００円 

   児 童              １０，０００円 

   教職員の配偶者および実父母子    ５，０００円 

その他必要に応じて役員会で決定し、後日運営委員会に報告します。 

被災時や障がいを負った場合の見舞いについては運営委員会で検討します。 

 

 

 

第 3 章  馬場小学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則 

（目的） 

第 １ 条 馬場小学校ＰＴＡ（以下、本会）が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑

な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、ＰＴＡ役員名簿及び

その他の個人情報データベース(以下、個人情報データベース)の取り扱いについて定

めるものとします。 

（責務） 

第 ２ 条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ活動において個人情報 

の保護に努めます。 

（管理者） 

第 ３ 条 本会における個人情報データベースの管理者はＰＴＡ会長とします。 

（取扱者） 

第 ４ 条 本会における個人情報データベースの取扱者はＰＴＡ運営委員とします。 

（秘密保持義務） 

第 ５ 条 個人情報データベースの管理者・取扱者は職務上知ることができた個人情報をみだり 

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはいけません。その職を退いた後も同様

とします。 
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（収集方法） 

第 ６ 条 本会は個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人 

に明示します。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意

を得ます。 

（利用） 

第 ７ 条 取得した個人情報は次の目的のために利用します。 

１．会費収集・管理・会員への連絡・その他の文書送付等 

２．会員名簿・各委員会名簿の作成 

３．委員選出・ＰＴＡ役員候補選出・その他のＰＴＡ活動実施 

（利用目的による制限） 

第 ８ 条 本会はあらかじめ本人の同意を得ないで前条の規定により特定された利用目的の達 

成に必要な範囲を越えて個人情報を取り扱ってはいけません。 

（管理） 

第 ９ 条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし適正に管理します。 

不要になった個人情報は管理者立会いのもとで適正かつ速やかに廃棄します。 

（保管及び持ち出し等） 

第１０条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等についてはウィルス対策ソ 

フトを入れるなど適切な状態で保管します。また持ち出す場合は電子メールでの送付 

も含めファイルにパスワードをかけるなど適切に行います。 

（第三者提供の制限） 

第１１条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供し

てはいけません。 

１．法令に基づく場合 

２．人の生命・身体又は財産の保護のために必要な場合 

３．公衆衛生の向上又は児童の健全育成推進に必要がある場合 

４．国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を 

遂行することに対して協力する必要がある場合 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第１２条 個人情報を第三者(第１１条第１項から第４項の場合及び県、市役所、区役所を除く) 

に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存します。 

１．第三者の氏名 

２．提供する対象者の氏名 

３．提供する情報の項目 

４．対象者の同意を受けている旨 

（第三者提供を受ける際の確認） 

第１３条 第三者(第１１条第１項から第４項の場合及び県、市役所、区役所を除く)から個人情 

報の提供を受けるときは次の項目について記録を作成し保存します。 

１．第三者の氏名 

２．第三者が個人情報を取得した経緯 

３．提供を受ける対象者の氏名 

４．提供を受ける情報の項目 

５．対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要) 
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（情報開示等） 

第１４条 本会は本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは法令に 

沿ってこれに応じます。 

（漏えい時等の対応） 

第１５条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は 

直ちに管理者に報告します。 

（研修） 

第１６条 本会はＰＴＡ役員及びＰＴＡ運営委員に対して定期的に個人情報の取り扱いに関す 

る留意事項について研修を実施します。 

（苦情の処理） 

第１７条 本会は個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければいけ 

ません。 

（改正） 

第１８条 本会の｢馬場小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則｣は総会において改正します。 

 

 

付 則 

 

この規約は    昭和５６年 ４ 月  １ 日より実施 

昭和６２年 ４ 月  １ 日  改正 

平成 ６ 年 ６ 月  １ 日  改正 

平成１２年 ４ 月  １ 日  改正 

平成１６年 ４ 月  １ 日  改正 

平成２３年 ４ 月  １ 日  改正 

平成２７年 ４ 月  １ 日  改正 

平成２９年 ４ 月  １ 日  改正 

平成３０年 ５ 月 ２５日  改正 

令和 ３ 年 ２ 月 ２６日   改定 

令和 ４ 年 ２ 月 ２５日  改定 


